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主 文

１ 本件訴えのうち，関東経済産業局長が原告に対し平成１７年１２月１６

日付けでした揮発油等の品質の確保等に関する法律１７条の２第１項の規

定に基づく指示の取消しを求める部分を却下する。

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請 求

（第１事件）

１ 関東経済産業局長（以下「処分行政庁」という ）が原告に対し平成１７年。

６月２０日付けでした揮発油等の品質の確保等に関する法律（以下「品確法」

という ）２０条１項の規定に基づく報告徴収処分（以下「本件報告徴収処。

分」という ）を取り消す。。

２ 原告が，平成１５年法律第５０号（以下「平成１５年改正法」という ）に。

よる品確法の改正後においても，品確法１３条に違反することなく，別紙商品

目録記載の自動車用燃料を販売すること（以下「本件販売行為」という ）が。

できることを確認する。

（第２事件）

処分行政庁が原告に対し平成１７年１２月１６日付けでした品確法１７条の

２第１項の規定に基づく指示（以下「本件指示」という ）を取り消す。。

第２ 事案の概要

本件は，揮発油販売業者である原告が，原告の販売する自動車用燃料につい

て，処分行政庁から，当該燃料は品確法施行規則１０条に定める揮発油規格に

適合せず，その販売行為は品確法１３条に違反するとして，本件報告徴収処分

及び本件指示を受けたことから，当該燃料は，アルコール等を主成分とし，精

製過程の中で残留した極微量の炭化水素が混入しているにすぎず，品確法の規
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制対象である揮発油に当たらないと主張して，本件報告徴収処分及び本件指示

の取消しと，本件販売行為が適法であることの確認を求める事案である。

１ 関係法令の定め

品確法における「揮発油」及び「炭化水素油」の意義(１)

ア 平成１５年改正前の品確法

平成１５年改正法による改正前の品確法は，２条１項に「石油製品」の

定義として 「この法律において『石油製品』とは，揮発油，灯油，軽油，

及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油及び石油ガス（液化したものを

含む ）であって経済産業省令で定めるものをいう 」と定めるのみで，。 。

「揮発油 「炭化水素油」等の定義規定を置いていなかった。」，

イ 平成１５年改正後の品確法

平成１５年改正法（平成１５年５月２８日公布，同年８月２８日施行）

による改正後の品確法は，２条１項の「石油製品」の定義規定の中で，

「炭化水素油」の意義として 「炭化水素油（炭化水素とその他の物との，

混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ 」と定め，さらに同条２。）

項に「揮発油」の定義として 「この法律において『揮発油』とは，炭化，

水素油であって，経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量

加算９０パーセント留出温度が１８０度を超えない範囲内で経済産業省令

で定める温度以下のものをいう 」と定めている。。

品確法（以下特に断りのない限り，平成１５年改正法による改正後のもの(２)

をいう ）における揮発油販売業の規制の概要。

ア 揮発油販売業及び揮発油販売業者

品確法において「揮発油販売業」とは，経済産業省令で定める給油設備

により自動車に揮発油（揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品

であって経済産業省令で定めるものを含む。以下アにおいて同じ ）を給。

油するための施設（給油所）を用いて揮発油を販売する事業をいう（品確
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法２条３項，４項 。）

揮発油販売業を行おうとする者は，経済産業大臣の登録を受けなければ

ならない（品確法３条 。この登録を受けた者を「揮発油販売業者」とい）

う（品確法６条１項３号 。）

イ 規格に適合しない揮発油の販売の禁止

揮発油販売業者は，揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの（以

下「揮発油規格」という。品確法施行規則１０条）に適合しない物を，自

動車の燃料用の揮発油（揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品

であって経済産業省令で定めるものを含む ）として消費者に販売しては。

ならない（品確法１３条 。）

品確法１３条の規定に違反して販売した者は，６月以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処せられる（品確法２５条 。法人の代表者又は法人若）

しくは人の代理人，使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し，

違反行為をしたときは，行為者のほか，その法人又は人に対しても各本条

の罰金刑が科せられる（品確法２８条 。）

ウ 立入検査

経済産業大臣は，品確法の施行に必要な限度において，その職員に，揮

発油販売業者等の事務所，給油所その他の事業場に立ち入り，帳簿，書類

その他の物件を検査させ，又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮

発油等の必要な試料を収去させることができる（品確法２０条２項 。）

エ 報告徴収

経済産業大臣は，品確法の施行に必要な限度において，揮発油販売業者

）。等に対し，その業務に関し報告させることができる（品確法２０条１項

オ 揮発油販売業者に対する指示

経済産業大臣は，揮発油販売業者が品確法１３条の規定に違反した場合

において，揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは，
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当該揮発油販売業者に対し，その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必

要な措置をとるべきことを指示することができる（品確法１７条の２第１

項 。）

経済産業大臣は，品確法１７条の２第１項の規定による指示をした場合

において，その指示を受けた者がこれに従わなかったときは，その旨を公

表することができる（品確法１７条の２第２項 。）

カ 事業停止命令及び登録の取消し

経済産業大臣は，揮発油販売業者が品確法１３条の規定に違反したとき

は，６月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずること

ができる（品確法１１条２項２号 。）

経済産業大臣は，揮発油販売業者が品確法１１条２項の規定による命令

に違反したときは，その登録を取り消すことができる（品確法１１条１項

３号 。）

２ 前提となる事実（証拠の付記のない部分は当事者間に争いがない ）。

原告は，平成１２年１１月２１日，低公害性燃料の製造及び販売等を目的(１)

として設立された株式会社であり，平成１７年４月２７日，品確法３条によ

る経済産業大臣の登録を受けた揮発油販売業者である。

弁護士錦織淳ほか４名の弁護士は，平成１５年５月６日付けの書面により，(２)

経済産業省資源エネルギー庁石油流通課に対し 「数種のアルコール及びエ，

ーテルの混合物で成り立つ成分組成を有する，炭化水素を一切含有しない非

水溶性液体自動車用燃料 （以下「照会対象燃料」という ）が平成１５年」 。

改正法案（以下「改正案」という ）の規制対象となるか否かについて重大。

な関心を有しているとして，次のアないしカの内容の照会（以下「本件照

会」という ）を行ったところ，同年５月９日，同課担当者から，アないし。

」 。オについてはいずれも「その通り ，カについては「後者」との回答を得た

（甲４，甲５）
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ア 改正案の主たる目的は 「炭化水素油とその他の物との混合物」を規制，

対象とすることにあるところ，照会対象燃料が改正案の理由にいう「炭化

水素油とその他の物との混合物」に該当しない結果，照会対象燃料は，改

正案の規制対象にならないと解されるが，如何。

イ 照会対象燃料が改正案２条１項にいう「炭化水素油とその他の物との混

合物」に該当せず，したがって，照会対象燃料は，同項にいう「石油製

品」に該当しないと解されるが，如何。

ウ 照会対象燃料が改正案２条３項にいう「石油製品」に該当せず，したが

って，同燃料を給油するための施設は，同項にいう「給油所」に該当しな

いと解されるが，如何。

エ 照会対象燃料を給油するための施設が改正案２条４項にいう「前項の施

設」に該当せず，したがって，同燃料のみの販売業は，同項にいう「揮発

油販売業」に該当しないと解されるが，如何。

オ 照会対象燃料のみの販売は，改正案１３条の規制対象にならないと解さ

れるが，如何。

カ 改正案１７条の４第４項で「届け出」るのは，揮発油を輸入する契約を

締結したときか，それとも揮発油を日本国内に運び入れたときのいずれか。

関東経済産業局石油製品品質管理検査官は，平成１７年４月２２日，原告(３)

の経営するＰ１給油所（東京都福生市α－××－７所在）に赴いて立入検査

（以下「本件立入検査」という ）を行い，同所において商品名「β」とし。

て販売されていた自動車用燃料（以下「本件商品」という ）の一部を収去。

した （乙３，弁論の全趣旨）。

関東経済産業局資源エネルギー環境部長は，平成１７年５月１８日付けの(４)

書面により，原告に対し，本件立入検査で収去した本件商品の一部（以下

「本件検査収去燃料」という ）について，分析をしたところ，品確法施行。

規則１０条で定める揮発油規格に適合しないことが判明したとして，法令で
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定める揮発油規格に違反する当該燃料の販売の即時停止を求める要請（以下

「本件改善要請」という ）をした （甲１）。 。

これに対し，原告は，平成１７年６月２２日付けの書面により，関東経済

産業局資源エネルギー環境部長に対し，本件改善要請について抗議をすると

ともに，本件商品の販売店に対する品確法に基づく規制権限の行使は，正当

な業務に対する妨害行為であり，違法な行政処分であるとして，その即時中

止を求める申し入れを行った （甲９の１，２）。

経済産業大臣の権限の委任を受けた処分行政庁は，平成１７年６月２０日(５)

付けの書面により，原告に対し，本件検査収去燃料が品確法施行規則１０条

で定める揮発油規格に適合しないことが判明したが，その後の本件改善要請

に対して十分な対応がなされていないとして，揮発油規格に適合しない燃料

の販売停止及び再発防止措置について，同年７月４日午後５時までに報告を

提出するよう求める本件報告徴収処分をした （甲２）。

これに対し，原告は，平成１７年７月４日付けの書面により，処分行政庁

に対し，前記 と同様の抗議及び申し入れを行った （甲１０の１，２）(４) 。

処分行政庁は，平成１７年８月１５日付けの書面により，原告に対し，今(６)

回明らかとなった揮発油規格に違反する燃料の販売は品確法１３条違反であ

るとして，今後予定している品確法１７条の２第１項の規定に基づく必要な

措置をとるべき指示について，弁明があれば同年８月２９日午後５時までに

。 。弁明書を提出するよう求める通知（以下「本件弁明通知」という ）をした

（甲３）

経済産業大臣の権限の委任を受けた処分行政庁は，平成１７年１２月１６(７)

日付けの書面により，原告に対し，原告が品確法１３条に違反し，揮発油の

消費者の利益を害するおそれがあると認められるとして，品確法１７条の２

第１項の規定に基づき，揮発油規格に適合しない燃料の販売の即時停止，販

売停止した旨の誓約書の提出及び再発防止措置に関する報告書の提出を求め
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る本件指示をした （甲１１）。

３ 争点及び当事者の主張

本案前の争点（本件指示の処分性）(１)

本案前の争点として，本件指示の取消しの訴えの適法性に関し，本件指示

が取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」

（行政事件訴訟法３条２項）に該当するか否かが争われている。

ア 被告の主張

品確法１７条の２第１項にいう経済産業大臣による指示は，当該揮発油

販売業者を法律上拘束する意味を有するものではない一種の行政指導であ

って，直接国民の権利義務に影響を及ぼすような具体的法律効果を発生さ

せるものではないから 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行，

為」には当たらない。

当該揮発油販売業者が品確法１７条の２第１項の規定に基づく経済産業

大臣による指示に従わなかったときは，同条２項の規定に基づき経済産業

大臣はその旨を公表することができることとなるが，その公表行為は，同

条１項の規定に基づく指示に従わなかった事実を公表するという非権力的

な事実行為であって，それ自体によって直接国民の権利義務に影響を及ぼ

すとまではいえない。上記公表に仮に制裁的機能・侵害的性格が認められ

るとしても，それ自体が直接法律効果を有するものではない以上，抗告訴

訟の対象となると解するのは困難であり，その前提としての行政指導であ

る指示も抗告訴訟の対象とはならないものと解するほかはない。

原告は，本件指示に処分性があるとする主張の根拠として，最高裁判所

平成１７年７月１５日第二小法廷判決・民集５９巻６号１６６１頁（以下

。 ，「最高裁平成１７年判決」という ）を挙げる。しかしながら，同判決は

医療法（平成９年法律第１２５号による改正前のもの）３０条の７の規定

に基づく病院開設中止の勧告について，医療法上行政指導として定められ
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ているものではあるが，当該勧告に従わない場合には，健康保険法（平成

１０年法律第１０９号による改正前のもの）４３条の３の規定に基づく保

険医療機関の指定を受けることができなくなるという法律上の効果がある

ことを前提として，処分性を肯定したものと解される。これに対し，本件

においては，品確法上，一種の行政指導として定められている経済産業大

臣による指示について，当該指示に従わなかった場合に，同法１７条の２

第２項の規定に基づきその旨を公表されることがあり得るとしても，これ

は当該揮発油販売業者に対して事実上の効果を有するものではあるものの，

法律上の地位に対する影響を有するものとして規定されているものではな

いから，上記のような処分性に関する最高裁平成１７年判決の考え方を当

てはめる前提を欠くものというべきである。したがって，原告の主張は，

同判決を正解しないものといわざるを得ず，失当である。

以上によれば，本件指示の取消しを求める訴えは，取消訴訟の対象とす

ることのできない行政庁の行為を対象とするものであって不適法であり，

却下を免れない。

イ 原告の主張

本件指示は，品確法１７条の２第１項という法律の定めるところに基づ

く指示であるだけでなく，当該指示を受けた者がこれに従わなかったとき

は，同条２項の規定に基づいて経済産業大臣によってその旨を公表される

という不利益措置と結合しているものである。しかも，違法燃料販売業者

として公表するという不利益措置は，相当程度の確実さをもって，当該指

示に従わなかった者が自動車用燃料販売事業を継続できなくなるという極

めて重大な結果をもたらす制裁機能を有するものである。すなわち，我が

国における自動車用燃料販売事業者は，零細企業が多く，本件商品のよう

な「１００％アルコール系燃料」だけを販売して生計を立てることは困難

であり，ガソリンを併売することで生計を維持している。そのため，ひと
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たび行政当局によって違法燃料販売業者とのレッテルを貼られれば，生命

線であるガソリンの販売が困難となり，事実上，自動車用燃料販売店の経

営が成り立たなくなってしまうことになる。

行政事件訴訟法上の取消訴訟制度は，広く行政活動の違法性をコントロ

ールし，国民の権利救済を可能な限り行うための積極的な手段であるから，

上記の重大な結果をもたらす制裁機能を有する公表という不利益措置と結

合している品確法１７条の２第１項の規定に基づく指示は，その性格を行

政処分とするか行政指導とするかはさておき，取消訴訟の対象である「行

政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるというべきである

（最高裁平成１７年判決参照 。）

したがって，本件指示の取消しを求める訴えは，適法である。

本案の争点①（本件報告徴収処分及び本件指示の適法性）(２)

本案の争点の第１は，本件報告徴収処分及び本件指示の適法性であり，そ

の前提として，本件商品が品確法の規制の対象となる「炭化水素油」に該当

し 「揮発油」に当たるか否かが争われている。，

ア 被告の主張

品確法における「揮発油」の意義(ア)

平成１５年改正法による品確法の改正は，揮発油にアルコール等を大

量に混合させた「高濃度アルコール含有燃料」がガソリン自動車の安全

面，環境性能面で問題があることを踏まえ，当該燃料に対する規制の必

要から行われたものである。すなわち，改正後の品確法２条１項は，

「石油製品」の範囲を明らかにするため 「揮発油，軽油及び灯油並び，

にこれらに準ずる炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物又は単

一の炭化水素を含む 」と定義し，これにより，品確法の規制対象と。）

なる揮発油等の炭化水素油として，炭化水素以外のものを主成分とする

混合物も含まれることが明らかとなった。また，改正後の品確法２条２
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項以下において 「揮発油 （同条２項 「軽油 （同条５項）及び「灯， 」 ）， 」

油 （同条７項）についてもそれぞれ明確な定義規定を置き，いずれも」

同条１項にある「炭化水素とその他の物との混合物」を含めた意味での

炭化水素油の部分集合であることを明らかにした。

以上のような平成１５年改正法の趣旨を踏まえれば，改正後の品確法

２条２項が「 揮発油』とは，炭化水素油であって，経済産業省令で定『

める蒸留性状の試験方法による減失量加算９０パーセント留出温度が１

８０度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをい

う 」と規定し，同条１項において「炭化水素油（炭化水素とその他の。

物との混合物又は単一の炭化水素を含む 」と規定しているのは，そ。）

の成分の一部に炭化水素を含む混合燃料であれば「揮発油」に該当し，

その規制対象に含む趣旨であると解される。炭化水素成分が微量でも入

っていれば「炭化水素油」に当たり，炭化水素成分が０パーセントのも

のが「炭化水素油」に当たらないということである。

なお，最高裁判所平成１８年６月１９日第二小法廷判決・裁判所時報

１４１４号３０３頁（以下「最高裁平成１８年判決」という ）は，地。

方税法（平成１６年法律第１７号による改正前のもの）７００条の３第

３項及び東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号）１０３条の

２第４項の各規定について，これらの規定は，軽油以外の「炭化水素と

その他の物との混合物」であっても自動車の内燃機関の燃料とされるも

のについては，その販売等を軽油引取税の課税の対象とすることによっ

て税負担の公平を図ろうとしたものであり，その趣旨や文理に照らせば，

これらの規定にいう「炭化水素とその他の物との混合物」とは，炭化水

素を主成分とする混合物に限らず，広く炭化水素とその他の物質とを混

合した物質をいうものと解するのが相当であると判示した。このことか

らすれば 「炭化水素とその他の物との混合物」との規定がされている，
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場合に，炭化水素を主成分とする混合物のみならず，広く炭化水素とそ

の他の物質とを混合した物質をいうと解することは，文理上は問題はな

く，さらに，高濃度アルコール含有燃料に対する規制という品確法の立

法趣旨を考慮すると，品確法における「炭化水素とその他の物との混合

物」の規制においては，炭化水素を主成分とするかどうかは問題ではな

く，広くガソリン自動車の燃料となり得る炭化水素とその他の物との混

合物であることが問題であると解すべきであるから，最高裁平成１８年

判決の場合と同様に，品確法２条１項の「炭化水素とその他の物との混

合物」との規定について，炭化水素を主成分とする混合物に限らず，広

く炭化水素とその他の物質とを混合した物質をいうと解釈することに何

ら問題はない。

本件報告徴収処分の適法性(イ)

本件立入検査の際に収去した本件商品の一部である本件検査収去燃料

は，分析の結果，少なくとも約２パーセントの炭化水素化合物を含有す

ることが認められたから，品確法２条１項の「炭化水素油」に該当する

上，同条２項に規定する留出温度にも適合するから，同項の「揮発油」

に当たるものであった。ところが，同燃料は，品確法施行規則１０条に

規定する揮発油規格に照らし，メチルターシャリーブチルエーテル（Ｍ

ＴＢＥ）及び酸素分の各含有量がいずれも規制値を超え，揮発油規格に

適合しないものであり，また，原告はこれを踏まえた本件改善要請に対

し十分な対応をしなかったことから，処分行政庁は，当該燃料の販売に

より消費者の利益が害されるおそれがあると認め，本件報告徴収処分を

行ったものである。

したがって，本件報告徴収処分は，適法である。

本件指示の適法性(ウ)

前記 のとおり，本件検査収去燃料は，品確法２条１項の「炭化水素(イ)
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油」に該当し，同条２項の「揮発油」に当たるものであったが，品確法

施行規則１０条に規定する揮発油規格に適合しないものであるところ，

これは原告が商品名「β」として販売していた自動車用燃料であるから，

原告は品確法１３条の規定に違反したものと認められる。これに原告が

本件改善要請に対し十分な対応をしなかったこと，本件報告徴収処分に

対し十分な報告をしなかったこと及び本件弁明通知に対し十分な弁明を

しなかったことから，処分行政庁は，当該燃料の販売により消費者の利

益が害されるおそれがあると認め，本件指示を行ったものである。

したがって，本件指示は，適法である。

原告の主張に対する反論(エ)

原告は，本件商品が「１００％アルコール系燃料」であり，極微量の

炭化水素が不可避的に不純物として混入しているにすぎないから 「炭，

化水素とその他の物との混合物」には当たらず 「揮発油」とはいえな，

いと主張する。しかしながら，本件検査収去燃料を分析した結果，炭化

水素が約２パーセント含まれていた以上，これが品確法２条１項に規定

する「炭化水素油」に該当することは明らかであり，その精製や流通の

過程で不可避的に混入したものかどうかは同条２項に規定する「揮発

油」該当性とは全く関係がない。したがって，原告の主張は失当である。

原告は，行政庁が，本件照会に対し 「１００％アルコール系燃料」，

である本件商品について，品確法の規制対象外であると認めていたのに，

後に本件報告徴収処分及び本件指示を行ったことは禁反言（エストッペ

ル）の原則に反すると主張する。しかしながら，原告が指摘する本件照

会に対する回答は，照会対象燃料（アルコール及びエーテルからなり，

炭化水素を一切含まない燃料）が平成１５年改正法による改正後の品確

法の規制対象に当たらないことを述べたものにすぎない。また，その分

析結果から，炭化水素が約２パーセント含まれていた本件検査収去燃料
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が品確法２条１項に規定する「炭化水素油」に該当することは明らかで

あり，同燃料に係る本件報告徴収処分及び本件指示は，上記回答に何ら

反しない。したがって，原告の主張は失当である。

イ 原告の主張

品確法における「揮発油」の意義(ア)

品確法の規制対象である「炭化水素油」とは 「単一の炭化水素」又，

は「炭化水素とその他の物との混合物」を含んだ概念にすぎない。元々

炭化水素ではなく含酸素化合物にすぎないアルコール及びエーテルに偶

々炭化水素成分が極微量不可避的に不純物として混入していたとしても，

それは「混合物」とはいえず 「炭化水素油」とは全く別次元の範疇の，

ものである。

平成１５年改正法による品確法の改正においても 「揮発油」は「炭，

化水素油」の一類型であることが維持された。したがって 「炭化水素，

油」である「揮発油」とは 「炭化水素成分」が全部ないし過半である，

必要はないものの 「炭化水素成分」を少なくとも「一定量は含有して，

いる」ことが当然の前提である。自動車用燃料が一定量の炭化水素成分

を含有しているからこそ，当該自動車用燃料は，社会通念上 「炭化水，

素とその他の物との混合物」に該当すると評価され 「炭化水素油 ，， 」

ひいては「揮発油」として評価されるのである。そして，このような

「揮発油」の品質を確保することが品確法の立法趣旨であるから，炭化

水素成分が一定量に達せず，極少量ないし微量混入しているにすぎない

自動車用燃料は 「炭化水素とその他の物との混合物」と評価する必要，

はない。

被告は，極微量でも炭化水素成分を含有してさえいれば 「炭化水素，

とその他の物との混合物」に該当すると主張する。しかしながら，被告

の主張によれば，社会通念上 「炭化水素油」とは厳然と区別されてい，



- -14

るアルコールやエタノール燃料でさえも，不純物として微量の炭化水素

が混入していることを理由に 「炭化水素とその他の物との混合物」に，

該当することになり，ひいては，自動車用燃料のすべてが，品確法の対

象であるという不当な帰結を導くことになる。

そもそも，アルコール及びエーテルに限らず，およそ自然界に存在す

る物質で純度１００パーセントの物質などは皆無である。それにもかか

わらず，不可避的に極微量の不純物が混入していることを取り上げて，

当該燃料が炭化水素とその他の物との混合物であり，品確法上の「揮発

油」に該当するなどと判断することは，徒に不可能を強いるものであっ

て，法の公正な執行を司る行政の判断としてあってはならない。

したがって，炭化水素成分が極少量ないし微量混入しているにすぎな

い自動車用燃料は 「炭化水素とその他の物との混合物」に該当せず，，

「揮発油」に当たらないので，品確法の規制対象外の自動車用燃料であ

る。

なお，最高裁平成１８年判決の事案は，炭化水素とその他の物質とを

混合し，３３．７パーセントないし４６．８パーセントもの炭化水素を

含有している自動車用燃料について，地方税法７００条の３第３項所定

の「炭化水素とその他の物との混合物」が，炭化水素を主成分とする混

合物に限られるのか否かが争われたものである。つまり，同判決の射程

範囲は，炭化水素を一定量含有し「炭化水素と混合した物質」に当たる

と評価されている自動車用燃料についてのものに限られ，そのような自

動車用燃料については炭化水素の含有割合を問わないとされているだけ

である。したがって 「炭化水素と混合した物質」ではなく，極微量の，

炭化水素成分が不純物として混入しているにすぎない自動車用燃料につ

いては，同判決の射程範囲外である。

品確法１３条該当性がなく違法(イ)
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本件商品は，数種類のアルコール及びエーテルを配合したものであっ

て，炭化水素に対してアルコール等を混合した燃料ではない。本件商品

の原料となる各アルコール及びエーテルは，元々炭化水素を含有した原

油について蒸留・精製を繰り返した後，ＯＨ基（水酸基）を結合させて

アルコールとし，また，Ｏ基（酸素基）を結合させてエーテルとして精

製されたものである。したがって，各アルコール及びエーテルのそれぞ

れの精製過程で，不純物として極微量の炭化水素成分が残留してしまう

ことは不可避である。

このように，本件商品は 「１００％アルコール系燃料」であり，極，

微量の炭化水素が不可避的に不純物として混入しているにすぎず，炭化

水素とその他の物との混合物ではなく「炭化水素油」とはいえないこと

から，品確法１３条の「揮発油」に該当しない。

したがって，本件報告徴収処分及び本件指示は，違法である。

禁反言（エストッペル）の原則に反し違法(ウ)

行政庁は，本件照会に対する回答をもって 「１００％アルコール系，

燃料」である本件商品は品確法の規制対象外であり 「１００％アルコ，

ール系燃料」である本件商品の輸入・販売は当然に合法であることを認

めていた。原告は，この行政庁による承認を信頼して本件商品の輸入・

販売を開始した。

しかるに，行政庁は，実際に本件商品の輸入・販売が開始されるや，

「１００％アルコール系燃料」である本件商品の輸入・販売が合法であ

ることを認めていたことを翻し，不可避的に不純物が混入していること

を捉えて「１００％アルコール系燃料」である本件商品を規制しようと

したのであるから，本件報告徴収処分及び本件指示は，禁反言（エスト

ッペル）の原則に反し違法である。

本案の争点②（本件販売行為の適法性）(３)



- -16

本案の争点の第２は，本件販売行為の適法性であり，その前提として，別

紙商品目録記載の自動車用燃料が品確法の規制の対象となる「炭化水素油」

に該当し 「揮発油」に当たるか否かが争われている。，

ア 被告の主張

品確法２条２項によれば 「揮発油」の要件は，①炭化水素油であるこ，

と，②経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算９０パ

ーセント留出温度が１８０度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温

度以下のものであることの２つであり，揮発油販売業者が同法１３条に違

反することなく上記「揮発油」を販売するためには，さらに，③品確法施

行規則１０条所定の揮発油規格のすべてを満たすものであることを要する。

そして，前記 ア のとおり，平成１５年改正法による改正後の品確法(２) (ア)

２条１項において 「炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物又は，

単一の炭化水素を含む 」と規定しているのは，その成分の一部に炭化。）

水素を含む混合燃料であれば同項の「炭化水素油」に該当し，その規制対

象に含む趣旨であると解されるから，別紙商品目録記載の「２．５質量パ

ーセント以下の炭化水素成分」を含有する自動車用燃料が同項の「炭化水

素油」に該当することは明らかである。

しかるに，原告は，別紙商品目録記載の自動車用燃料が，上記②及び③

の要件を満たすものであるかどうかについて全く明らかにしていないから，

これを品確法１３条に違反することなく販売することができるという原告

の主張は，主張自体において失当である。

イ 原告の主張

前記 イ のとおり，自動車用燃料に極少量ないし微量の炭化水素成分(２) (ア)

が不可避的又は無意識的に混入していたとしても，当該炭化水素成分は不

純物にすぎず，当該自動車用燃料を「炭化水素とその他の物との混合物」

に該当すると評価することはできない。
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別紙商品目録記載の「２．５質量パーセント以下」というのは，原告が

輸入している本件商品の製造工程上，その範囲内に収めることのできる成

分比であり，原料に由来する不純物としての個々の炭化水素成分の合計割

合の意味である。そもそも，炭化水素成分の合計割合が「２．５質量パー

セント以下」でも十分に微量の不純物といえるが，原料に由来する不純物

としての個々の炭化水素成分の割合は，一部の炭化水素成分を除けば，そ

れぞれ１．０質量パーセント未満の極めて微量でしかない。

したがって，本件販売行為は，品確法に反せず，適法である。

なお，被告は，別紙商品目録記載の自動車用燃料が前記アの②及び③の

要件を満たすものであるかどうかについて明らかにしていない原告の主張

は失当であると主張する。しかしながら，そもそも，原告は 「２．５質，

量パーセント以下の炭化水素成分が混入しているにすぎない自動車用燃

料」は 「炭化水素油」に該当せず，品確法の規制対象である「揮発油」，

ではないと主張しているのであるから 「揮発油」の上記②及び③の要件，

について言及する必要は全くないのである。したがって，被告の主張は失

当である。

第３ 当裁判所の判断

１ 本案前の争点（本件指示の処分性）について

取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(１)

とは，公権力の主体である国又は公共団体の機関が行う行為のうち，その行

為により直接に国民の権利義務を形成し，又はその範囲を確定することが，

法律上認められているものをいうと解するのが相当である（最高裁判所昭和

３９年１０月２９日第一小法廷判決・民集１８巻８号１８０９頁等参照 。）

そこで，この観点から品確法１７条の２第１項の規定に基づく経済産業大(２)

臣による指示について検討すると，品確法上，当該指示を受けた揮発油販売

業者がこれに従わなかった場合の効果については，同条２項において，経済
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産業大臣がその旨を公表することができると定めているのみで，当該指示に

従わなければならない旨を明示した規定はなく，さらに，当該指示に従わな

かったことが，同法１１条２項の規定に基づく事業停止命令や，同条１項の

規定に基づく揮発油販売業者の登録の取消しなどの他の規制権限の発動要件

ともなっていない。上記の経済産業大臣による公表についても，その基本的

な性質は，国民に対する情報提供であって，これによって当該揮発油販売業

者の権利義務関係に何らかの変動を及ぼすような法的効果を生ずるものでは

なく，実際上，当該公表に，指示内容の履行確保や不服従に対する制裁等の

機能が認められるとしても，それは事実上の効果でしかない。

原告は，違法燃料販売業者として公表するという不利益措置は，相当程度(３)

の確実さをもって，当該指示に従わなかった者が自動車用燃料販売事業を継

続できなくなるという極めて重大な結果をもたらす制裁機能を有するから，

違法な行政活動を是正し，国民の権利救済を積極的に図るという観点から，

このような不利益措置と結合した経済産業大臣による指示を取消訴訟の対象

とすべきであると主張する。しかしながら，仮に指示や公表が行政処分では

ないとすれば，営業権の侵害等を理由に公表の差止めを求める訴訟を提起す

ることも考えられないではないし，公表後に損害賠償ないし名誉回復の措置

等を求めて訴訟を提起することはもとより可能なのであるから，指示に行政

処分性を認めなければ国民の権利救済を図ることができないとはいえないの

であって，原告の主張は必ずしも当を得たものではない。

また，原告は，上記の原告の主張の根拠として，最高裁平成１７年判決を

挙げる。しかしながら，同判決は，医療法及び健康保険法の規定の仕組みや

その運用の実情において，医療法３０条の７の規定に基づく病院開設中止の

勧告が，これに従わない場合に健康保険法４３条の３第２項の規定に基づく

保険医療機関等の指定の拒否事由になるという形で，病院開設許可申請者の

権利義務関係に法的効果を及ぼしているとの理解を前提に，当該勧告が取消
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訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当た

ると判示したものと解される。したがって，このような法的効果を生じさせ

ない品確法１７条の２第１項の規定に基づく経済産業大臣による指示の場合

は，上記最高裁判決と事案を異にするものといわざるを得ない。

なお，前記事実関係によれば，処分行政庁は，本件指示に先立って，原告

に対し，弁明書の提出の機会を与える本件弁明通知を行っており，処分行政

庁としては，本件指示を行政手続法上の「処分 （行政庁の処分その他公権」

力の行使に当たる行為。同法２条２号）とみて，不利益処分の事前手続とし

ての弁明の機会の付与（同法１３条１項２号，２９条ないし３１条）を行っ

たのではないかとも解されるところである。しかしながら，本件指示が行政

処分に当たるかどうかは，処分行政庁の主観的認識に関わらず，根拠法令の

解釈等から客観的に決せられるべきものである上，上記の行為を行った処分

行政庁の主観的認識としても，本件指示は「処分」には当たらないものの，

その事実上の不利益効果からみて慎重な事前手続をとることが相当との判断

から，弁明の機会を付与したものとも考えられるから，処分行政庁の当該行

為は，本件指示の処分性を肯定する決め手となるほどの事情とはいえない。

以上によれば，本件指示は，これにより直接に国民の権利義務を形成し，(４)

又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえないから，

取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に

当たらないというべきである。したがって，本件指示の取消しの訴えは，取

消訴訟の要件を欠き，不適法である。

２ 本案の争点について

前記第２の２の事実のほか，証拠（各付記のもの）及び弁論の全趣旨によ(１)

れば，次の事実が認められる。

ア 平成１５年改正の経緯

平成１５年改正法による改正前の品確法は，石油製品を構成する揮発(ア)
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油等の「炭化水素油」の定義規定を持たなかった。そのため，品確法が

規定する「炭化水素油」の意義については，税法等の他法令において，

単に「炭化水素油」と規定した場合（揮発油税法２条，地方税法７００

条の２第１項１号等）の解釈例などに照らし，単一の炭化水素又は炭化

水素を主成分とする混合物であると解され，炭化水素以外のものを主成

分とする混合燃料をその規制対象に含まなかった。

ところが，平成１１年以降 「高濃度アルコール含有燃料 （ガソリ(イ) ， 」

ンとアルコール等を混合させた燃料で，ガソリン以外の成分が全体の過

半を占めるもの）がガソリン自動車用燃料として販売されるようになり，

平成１３年ころからは，その使用に伴う，燃料系統（エンジン等）の腐

食等が原因と思われる，一連の車両事故（車両火災事故を含む ）や不。

具合が発生した （甲２３，乙２）。

そこで，平成１３年９月以降，経済産業省は，関係省庁（国土交通

省）と協力して，大学，研究機関，関係産業界の技術的専門家からなる

「高濃度アルコール含有燃料に関する安全性等調査委員会」を発足させ，

高濃度アルコール含有燃料のガソリン自動車への使用に係る安全上の問

題点について，調査・検証を行った。その結果，高濃度アルコール含有

燃料に含まれているアルコール成分が，自動車の燃料系統部品に一般的

に使用されているアルミニウムを腐食させることが確認され，また，ゴ

ム・樹脂に膨潤等の物性低下及びゴム部分の機能低下をもたらし，ガソ

リン使用時と比較して燃料耐性等を低下させる可能性のあることが明ら

かとなった。同調査委員会は，これらの調査結果を踏まえ，平成１４年

１０月 「アルコールの使用が想定されていないガソリン用自動車に高，

濃度アルコール含有燃料を使用することは，自動車の燃料系統部品を腐

食・劣化させる危険性が存在し，安全上問題であると結論づけられ

る 」との最終評価を報告した （乙１，乙２）。 。
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また，アルコール系燃料は，排ガス等環境性能の面でも問題があるこ

とが，環境省委託業務結果報告書「アルコール系燃料の排出ガス実態調

査 （平成１３年３月）の中で指摘されていた （乙２）」 。

これらを受けて，総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会燃料

政策小委員会は，平成１５年２月，緊急・短期的課題（１年以内）とし

て 「高濃度アルコール含有燃料のような混合燃料については，従来の，

ガソリンと同じ目的（ガソリン自動車用燃料としての販売・使用）で，

既販のガソリン自動車に販売されている状況にある。他方で，このよう

な高濃度アルコール含有燃料のガソリン自動車への販売・使用が，ガソ

リンを前提として設計されたガソリン自動車の安全面，環境性能面で問

題があることが検証されている。以上を踏まえると，消費者保護等の観

点から，高濃度アルコール含有燃料について，品確法に基づく適切な品

。 。質・販売規制をかけていく必要がある 」との中間報告結果をまとめた

（乙２）

以上のような検討を踏まえ，平成１５年５月，平成１５年改正法によ(ウ)

る品確法の改正が行われた。

イ 本件検査収去燃料の分析結果

処分行政庁は，平成１７年４月２５日，社団法人Ｐ２に対し，本件検(ア)

査収去燃料の分析を委託し，同年５月９日，その成分分析等に関する報

告を受けた （乙４の１ないし４）。

上記の分析結果によれば，本件商品に係る２試料について，いずれも

少なくとも合計１．９ないし２．０体積パーセントの炭化水素化合物

（イソブタン，ノルマルブタン，イソペンタン，キシレン）を含有し，

品確法２条２項に規定する留出温度に適合すること（経済産業省令で定

める蒸留性状の試験方法による減失量加算９０パーセント留出温度が１

８０度（品確法施行規則１条の４）以下であるべきところ，いずれも１
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７９度以下であったこと）が確認された （乙４の２，４）。

他方，上記の分析結果によれば，本件商品に係る２試料について，品

確法施行規則１０条１項所定の揮発油規格に照らし，メチルターシャリ

ーブチルエーテル（ＭＴＢＥ）が７体積パーセント以下であるべきとこ

ろ（同項３号 ，３１体積パーセントを超え，また，酸素分が１．３質）

量パーセント以下であるべきところ（同項４号 ，１６質量パーセント）

を超えており，いずれも揮発油規格に適合しないことが確認された。

（乙４の２，４）

なお，原告の委嘱により，社団法人Ｐ３が本件検査収去燃料と同一の(イ)

燃料について成分分析を行った，平成１７年５月３０日付けの分析証明

書によれば，試料に含まれる炭化水素成分の割合（容量パーセント）は，

イソブタンが０．５，ｎ－ブタンが１．５，イソペンタンが０．２，ベ

ンゼンとトルエンが各０．０，キシレン類が０．１で，これらの炭化水

素成分の合計は２．３であった （甲５７）。

本案の争点①（本件報告徴収処分及び本件指示の適法性）について(２)

ア 前記１のとおり，本件指示の取消しの訴えは不適法として却下されるべ

きであるから，本案の争点①においては，本件報告徴収処分の適法性のみ

について検討する。

イ 前記のとおり，本件報告徴収処分は，本件検査収去燃料（本件商品）が

品確法施行規則１０条で定める揮発油規格に適合しないことが判明し，当

該燃料の販売の即時停止を求める本件改善要請をしたにもかかわらず，こ

れに対して十分な対応がなされていないことを理由として，行われたもの

である。つまり，本件報告徴収処分は，本件商品が品確法にいう「揮発

油」に該当し，揮発油規格に適合しない本件商品の販売行為が品確法１３

条に違反することを前提としてなされたものということができる。

そこで，品確法にいう「揮発油」であるための要件，中でも揮発油等の
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上位概念である「炭化水素油」の中に含まれると規定されている「炭化水

素とその他の物との混合物 （品確法２条１項）の意義いかんが争われて」

いるものである。

ウ 「炭化水素とその他の物との混合物」という場合 「混合物」という用，

語の通常の意味合いからすると，一定程度以上の炭化水素が含まれている

物を指すものと解するのが素直な解釈というべきである。したがって，被

告のいうように，炭化水素の含有量がどれほど微量であってもそれが含ま

れている限りは「炭化水素とその他の物との混合物」に該当するという考

え方には疑問があるといわざるを得ない。

他方，法文に「炭化水素とその他の物との混合物」と規定されている場

合に，その文理上，炭化水素を主成分とする混合物に限らず，広く炭化水

素とその他の物質とを混合した物質をいうと解することに支障がないこと

は，最高裁平成１８年判決の趣旨からしても明らかである。

また，前記のとおり，平成１５年改正法による品確法の改正は，高濃度

アルコール含有燃料のガソリン自動車への販売・使用が，ガソリンを前提

として設計されたガソリン自動車の安全面，環境性能面で問題があること

が検証されたことを踏まえ，消費者保護等の観点から，高濃度アルコール

含有燃料について，品確法に基づく適切な品質・販売規制をかけていく必

要があるものとして，同法の規制対象である揮発油等の炭化水素油の中に

「炭化水素とその他の物との混合物」を含むことを法文上明記するに至っ

たものである。このような法改正の趣旨に照らせば，炭化水素以外の成分

であるアルコール等の割合が高い自動車用燃料であるほど，品確法による

品質・販売規制の対象とすべき必要性が高いということがいえるのであり，

上記法改正のねらいは，炭化水素を主成分とする常識的な意味での「炭化

水素油」の範疇を超え炭化水素以外の成分が過半を占める自動車用燃料に

対しても，広く規制の網をかけていくことにあったものと解される。
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そうすると，以上のような文理上の観点及び立法趣旨からの考察によれ

ば，品確法２条１項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」とは，炭

化水素を主成分とする混合物に限らず，広く炭化水素とその他の物質とが

混合された物質を指し，それが社会通念上「混合物」と評価される限りに

おいては，炭化水素とその他の物質との混合割合を問わないものと解する

のが相当である。

エ これを本件商品についてみると，前記認定のとおり，本件商品の一部を

収去した本件検査収去燃料には，少なくとも合計１．９ないし２．０体積

パーセントの炭化水素化合物（イソブタン，ノルマルブタン，イソペンタ

ン，キシレン）が含まれていたというのである。この程度の炭化水素が含

まれていれば，社会通念上，炭化水素とその他の物との「混合物」と評価

することに差し支えはないし，当該燃料が自動車用燃料としての効用を発

揮する上で，本来自動車用燃料に適合的なこれらの炭化水素成分が果たす

役割を無視することもできないから，本件商品は，品確法２条１項にいう

「炭化水素とその他の物との混合物」に当たるというべきである。

原告は，本件商品中の炭化水素成分は主成分であるアルコール等の精製

過程で不可避的に残留してしまう不純物にすぎないと主張する。しかしな

がら，品確法２条１項は，単に「炭化水素とその他の物との混合物」と規

定するのみで，炭化水素とその他の物とが混合される過程を問うものでは

ないから，結果として炭化水素とその他の物質とが混合されていれば，上

記の「炭化水素とその他の物との混合物」に該当するものというべきであ

るところ，１．９ないし２．０体積パーセントという成分割合は，常識的

に考えても，極微量の不純物といえるようなものではない。したがって，

原告の主張は，本件商品が上記の「炭化水素とその他の物との混合物」に

当たると解釈することの妨げにはならない。

また，原告は，本件商品中の炭化水素成分は原料に由来する個々の炭化
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水素成分の集合であり，個々の炭化水素成分についてみれば含有割合はさ

らに小さくなる旨を主張する（本案の争点②に関する主張 。しかしなが）

ら，品確法２条１項に「炭化水素油」の意義として，特に「単一の炭化水

素を含む 」と規定されていることからも明らかなとおり，自動車用燃料。

として用いられる炭化水素油は，複数の種類の炭化水素の混合物であるこ

とがむしろ常態であって，同項にいう「炭化水素とその他の物との混合

物」に該当するかどうかの判断に当たっても，数種類のものから成る総体

としての炭化水素成分が，社会通念上「混合物」という評価に値する程度

に含有されているかどうかを判断すれば足りるというべきであるから，こ

の点に関する原告の主張も失当である。

オ 以上のとおり，本件商品は，品確法２条１項にいう「炭化水素とその他

の物との混合物」に当たるものであり，また，前記認定事実によれば，本

件商品の一部を収去した本件検査収去燃料について，品確法２条２項に規

定する留出温度に適合することも確認されたというのであるから，本件商

品が同項にいう「揮発油」に該当するものであることは明らかである。さ

らに，前記認定事実によれば，本件商品が品確法施行規則１０条１項所定

の揮発油規格に適合しないものであることも認められる。

そうすると，揮発油販売業者が本件商品を自動車の燃料用の揮発油とし

て消費者に販売することは，品確法１３条に違反する行為であるといわざ

るを得ない。したがって，本件商品を販売する揮発油販売業者である原告

に対し，その販売の即時停止を求める本件改善要請が行われたにもかかわ

らず，原告が本件商品の販売停止等の適切な対応をとらなかった（弁論の

全趣旨）という本件の事実関係の下においては，処分行政庁が原告に対し

本件報告徴収処分を行ったことはやむを得ない措置というべきであり，こ

れを違法な処分ということはできない。

原告は，行政庁が本件照会に対する回答をもって，本件商品の輸入・販
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売が合法であることを認めていたのに，本件報告徴収処分によって本件商

品の販売を規制しようとするのは禁反言（エストッペル）の原則に反する

と主張する。しかしながら，前記のとおり，本件照会に対する行政側の回

答は 「炭化水素を一切含有しない」自動車用燃料（照会対象燃料）が品，

確法の規制対象にならない旨を回答したものにすぎず，炭化水素を含有し，

品確法２条１項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」に当たると解

される本件商品について言及したものではないから，原告の主張はその前

提を誤っており，理由がない。

本案の争点②（本件販売行為の適法性）について(３)

前記 に説示したところによれば 「２．５質量パーセント以下の炭化水(２) ，

素成分が混入している」という別紙商品目録記載の自動車燃料は，本件商品

と同様に，社会通念上「炭化水素とその他の物との混合物」と評価され得る

ものであるから，炭化水素成分の具体的な含有割合，品確法２条２項所定の

留出温度に対する適合性及び品確法施行規則１０条１項所定の揮発油規格に

対する適合性に関わりなく，およそ当該燃料を販売する行為が品確法１３条

に違反しないということはできない。

したがって，原告が品確法１３条に違反することなく当該燃料を販売する

ことができることの確認を求める原告の請求は，理由がない。

第４ 結 論

以上の次第で，本件訴えのうち本件指示の取消しを求める部分は不適法であ

るから却下し，原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することと

し，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，

主文のとおり判決する。
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